
■ 概 要 
 樹林地保全制度のメリット等をＰＲし、「緑の 10 大拠点」のようなまとまった規模の
緑や市街地に残された斜面地緑地などの貴重な緑について、市民の森・源流の森・特別
緑地保全地区などの積極的な地区指定を進めました。 
 
■ 事業実績   新規指定：87.8 ヘクタール 
 

新規指定 制度 
面積（ha） 地区 

近郊緑地特別保全地区 44.0 ・大丸山地区（栄区）44.0ha 
特別緑地保全地区 15.1 ・御伊勢山・権現山地区（金沢区）11.0ha 

・俣野地区（戸塚区）4.1ha 
市民の森 7.1 ・中田宮ノ台地区（泉区）1.1ha 

・鍛冶ヶ谷地区（栄区）2.9ha 
・深谷地区（戸塚区）3.1ha 

緑地保存地区 12.0 ・55 件 12.0ha 
源流の森 9.6 ・17 件 9.6ha 
【合計】 87.8  

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【写真】深谷地区（市民の森）（戸塚区） 

【写真】緑地保存地区（鶴見区） 

【写真】大丸山近郊緑地特別保全地区（栄区） 

【写真】源流の森（都筑区） 



 

■ 概 要 
 樹林地保全制度のメリット等をＰＲし、制度の指定拡大に繋げるため、樹林地所有者
へ制度の周知と指定についての意向調査を実施しました。 
 
  (1) 調査方法 
    ダイレクトメール（返信による回収） 
  (2) 対象者 
    平成 21 年 1 月 1 日現在、一筆５００㎡以上の樹林地（山林）をお持ちの方、5,020

件（共有の場合は、代表の方に送付） 
  (3) 期間 
    平成 21 年 5 月 8 日から平成 21 年 6 月 14 日まで 
 
 
■ 事業実績 

  ▼意向調査の回収状況 
   ・回収数：1,933 件 
   ・回収率：約 40％ 
  ▼全市集計結果概要 
   ・回答のあった樹林地の総面積 ： 約 715ha（調査対象：約 1,850ha） 
   ・回答のあった樹林地の総筆積 ： 約 3,900 筆（調査対象：約 9,800 筆） 
   ・指定の意向または関心があると回答のあった樹林地面積累計：約 523ha・2,700 筆 
 
  ▼制度ごとの指定意向（面積：単位 ha／重複回答あり） 

 
 



 

■ 概 要 
 特別緑地保全地区や市民の森等の指定地で、相続等不測の事態の発生によって持ち続
けることが困難になり、所有者から市への買取り希望があった場合、樹林地の買取りを
行いました。 
 
■ 事業実績   買取り対応：9.6 ヘクタール 11 地区 
 

制度 地区 区 
獅子ヶ谷・師岡 鶴見区 
熊野神社 港北区 
三保 緑区 

特別緑地保全地区 

公田・荒井沢 栄区 
新治 緑区 
中田宮ノ台 泉区 
飯島 
鍛冶ヶ谷 

栄区 
市民の森 

瀬谷 瀬谷区 
本牧十二天 中区 

ふれあいの樹林ほか 
もえぎ野 青葉区 

【合計】 9.6ha  11 地区  

【写真】本牧十二天地区（中区） 

【写真】もえぎ野ふれあいの樹林（青葉区） 

【写真】鍛冶ヶ谷地区（市民の森）（栄区） 
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